
下級裁判所事務処理規則の運用について

番辱鑑7塁鑑鑛臺製曇總簾鑿總長
改正平成17年2月14日総一第000067号
平成24年3月26日総一第000346号
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付記（平17． 2． 14総一第000067号）
この通達は，平成17年4月1日から実施する。
付記（平24． 3． 26総一第000346号）
この通達は，平成24年4月1日から実施する。


